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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
特
殊
法
人
等
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

特
殊
法
人
、
認
可
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
（
平
成
十
五
年
五
月
一
日
現
在
の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
殊
法
人
等
」
と

い
う
。
）
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
四
年
度
決
算
に
お
い
て
当
該
特
殊
法
人
等
の
「
緊
密
な
者
」
（
「
連
結
財
務
諸

表
に
お
け
る
子
会
社
及
び
関
連
会
社
の
範
囲
の
決
定
に
関
す
る
監
査
上
の
取
扱
い
」
（
平
成
十
年
十
二
月
八
日
日
本
公
認
会

計
士
協
会
監
査
委
員
会
報
告
第
六
十
号
）
�
�
�
に
い
う
「
緊
密
な
者
」
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
と
判
断
し
た
会
社

等
（
以
下
「
「
緊
密
な
者
」
に
該
当
す
る
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
名
称
、
業
務
概
要
並
び
に
平
成
十
四
年
度
に
お
け

る
売
上
高
、
当
該
特
殊
法
人
等
と
の
取
引
額
及
び
当
該
取
引
額
が
売
上
高
に
占
め
る
比
率
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
社
長
は
天
下
り
か
否
か
」
、
「
天
下
り
役
員
数
と
そ
の
比
率
」
、
「
天
下
り
役
員
の
最
高
年
収
」
及
び
「
天

下
り
役
員
の
退
職
金
の
最
高
額
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
及
び
特
殊
法
人
等
の
役
職
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の

状
況
等
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把
握
す
る
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね

の
事
項
の
す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
国
家
公
務
員
の
退
職
者
の
う
ち
本
府
省
の
課
長
・
企
画

官
相
当
職
以
上
若
し
く
は
地
方
支
分
部
局
の
本
府
省
課
長
・
企
画
官
相
当
職
以
上
で
退
職
し
た
者
又
は
特
殊
法
人
等
の
役
職

一



員
の
退
職
者
の
う
ち
役
員
若
し
く
は
い
わ
ゆ
る
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
で
退
職
し
た
者
（
以
下
「
退
職
公
務
員
等
」

と
い
う
。
）
で
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
現
在
に
特
殊
法
人
等
の
子
会
社
（
特
殊
法
人
及
び
認
可
法
人
に
あ
っ
て
は
「
特
殊

法
人
等
に
係
る
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
作
成
指
針
」（
平
成
十
三
年
六
月
十
九
日
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
法
制
・

公
企
業
会
計
部
会
公
企
業
会
計
小
委
員
会
報
告
。
以
下
「
作
成
指
針
」
と
い
う
。
）
第
�
章
�
�
に
い
う
「
子
会
社
」
、
独

立
行
政
法
人
に
あ
っ
て
は
「
「
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
」
及
び
「
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
注
解
」
」
（
平
成
十
二
年
二

月
十
六
日
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
研
究
会
設
定
、
平
成
十
五
年
三
月
三
日
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
研
究
会
及
び
財
政
制

度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
法
制
・
公
企
業
会
計
部
会
公
企
業
会
計
小
委
員
会
改
訂
。
以
下
「
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
」

と
い
う
。
）
第
�
�
�
に
い
う
「
特
定
関
連
会
社
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
殊
法
人
等
に
よ
る
発
注
に
係
る
額
の

売
上
高
に
占
め
る
割
合
が
三
分
の
二
以
上
で
あ
る
法
人
の
役
員
に
就
い
て
い
る
も
の
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
特
殊
法
人
等

整
理
合
理
化
計
画
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
及
び
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月

二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
各
特
殊
法
人
等
に
お
い
て
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
か
る
公
表
（
以

下
「
退
職
公
務
員
等
の
就
任
状
況
の
公
表
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
「
緊
密
な
者
」
に
該
当
す
る
会
社
等
の
長
は
退
職
公
務

員
等
で
あ
る
か
否
か
並
び
に
役
員
に
占
め
る
退
職
公
務
員
等
の
数
及
び
そ
の
比
率
を
把
握
し
た
結
果
は
、
同
表
の
と
お
り
で

二



あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
度
決
算
に
お
け
る
特
殊
法
人
等
ご
と
の
発
注
金
額
が
多
い
上
位
五
十
位
ま
で
の
会
社
等
の
名
称
、
当
該
会
社

等
へ
の
発
注
金
額
及
び
当
該
会
社
等
が
当
該
特
殊
法
人
等
の
子
会
社
、
関
連
会
社
（
特
殊
法
人
及
び
認
可
法
人
に
あ
っ
て
は

作
成
指
針
第
�
章
�
�
に
い
う
「
関
連
会
社
」
、
独
立
行
政
法
人
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
第
�
�
�
に
い
う

「
関
連
会
社
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
「
緊
密
な
者
」
に
該
当
す
る
会
社
等
（
以
下
「
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
で

あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
特
殊
法
人
等
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

前
述
の
上
位
五
十
位
ま
で
の
会
社
等
の
う
ち
子
会
社
等
で
あ
る
も
の
に
係
る
名
称
、
業
務
概
要
並
び
に
平
成
十
四
年
度
に

お
け
る
売
上
高
、
当
該
特
殊
法
人
等
と
の
取
引
額
及
び
当
該
取
引
額
が
売
上
高
に
占
め
る
比
率
は
、
特
殊
法
人
等
か
ら
の
報

告
に
よ
れ
ば
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
子
会
社
等
に
係
る
お
尋
ね
の
「
社
長
は
天
下
り
か
否
か
」
、

「
天
下
り
役
員
数
と
そ
の
比
率
」
、
「
天
下
り
役
員
の
最
高
年
収
」
及
び
「
天
下
り
役
員
の
退
職
金
の
最
高
額
」
に
つ
い
て

は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
一
般
に
政
府
が
把
握
す
る
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
事
項
の
す
べ
て
に

つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
退
職
公
務
員
等
の
就
任
状
況
の
公
表
に
よ
り
、
当
該
子
会
社
等
の
長
は
退
職

三



公
務
員
等
で
あ
る
か
否
か
並
び
に
役
員
に
占
め
る
退
職
公
務
員
等
の
数
及
び
そ
の
比
率
を
把
握
し
た
結
果
は
、
同
表
の
と
お

り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

特
殊
法
人
等
の
う
ち
、
退
職
公
務
員
等
の
就
任
状
況
の
公
表
に
よ
り
退
職
公
務
員
等
が
そ
の
子
会
社
等
の
役
員
に
就
任
し

て
い
る
こ
と
が
把
握
で
き
た
も
の
に
お
い
て
、
今
後
、
退
職
公
務
員
等
が
子
会
社
等
の
役
員
に
新
た
に
就
任
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
し
、
又
は
現
に
就
任
し
て
い
る
退
職
公
務
員
等
で
あ
る
子
会
社
等
の
役
員
を
退
任
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
予
定
の
有

無
は
、
当
該
特
殊
法
人
等
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

子
会
社
等
に
関
す
る
見
直
し
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
方
策
の
あ
る
特
殊
法
人
等
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
別

表
第
五
の
と
お
り
で
あ
る
。
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